
 
佐
賀
県
告
示
第
百
三
十
五
号 

 

佐
賀
県
財
務
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
帳
簿
そ
の
他
の
様
式
（
平
成
二
十
一
年
佐
賀
県
告
示

第
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

別
表
中 

 

第
３
号
そ
の
１
 
調
定
(
受
入
)
決
議
書
 

第
4
2
条
、
第
1
3
4
条
 

本
庁
用
 

か
い
用
 

第
３
号
そ
の
２
 

第
4
2
条
 

本
庁
用
 

か
い
用
 

 

第
３
号
そ
の
１
 
調
定
(
受
入
)
決
議
書
 

第
4
2
条
、
第
1
3
4
条
 

一
般
調
定
用
、
払
込
調
定
用

第
３
号
そ
の
２
 

第
4
2
条
、
第
8
2
条
 

公
金
振
替
調
定
バ
ッ
チ
処
理

（
本
庁
）
用
 

公
金
振
替
調
定
バ
ッ
チ
処
理

（
か
い
）
用
 

 

第
６
号
 

調
定
内
訳
書
(
公
金
振
替
・

集
合
)
 

第
4
2
条
 

 

第
７
号
そ
の
１
 
精
算
・
返
納
命
令
書
 

第
4
4
条
、
第
5
1
条
、
第
7
6
条
、

第
7
8
条
、
第
1
9
4
条
 

本
庁
用
 

か
い
用
 

第
７
号
そ
の
２
 
精
算
・
返
納
命
令
書
(
控
除
)
第
4
4
条
、
第
8
2
条
、
第
1
9
4
条

本
庁
用
 

か
い
用
 

第
７
号
そ
の
３
 
精
算
・
返
納
命
令
書
(
公
金

振
替
)
 

第
4
4
条
、
第
8
2
条
、
第
1
9
4
条

本
庁
用
 

か
い
用
 

 

第
６
号
 

削
除
 

 
 

第
７
号
そ
の
１
 
精
算
・
返
納
命
令
書
 

第
4
4
条
、
第
5
1
条
、
第
7
6
条
、

第
7
8
条
、
第
1
9
4
条
 

 

第
７
号
そ
の
２
 
精
算
・
返
納
命
令
書
(
控
除
)
第
4
4
条
、
第
8
2
条
、
第
1
9
4
条

 

「
 

」
 

「
 

」
 

「
 

」
 

「
 

を に
、

を に
、

1



第
７
号
そ
の
３
 
精
算
・
返
納
命
令
書
(
公
金

振
替
)
 

第
4
4
条
、
第
8
2
条
、
第
1
9
4
条

 証
紙
用
 

 

第
９
号
 

徴
収
金
整
理
簿
 

第
4
5
条
、
第
4
9
条
、
第
5
1
条
、

第
5
2
条
、
第
5
3
条
、
第
1
9
7
条

 債
権
者
別
 

佐
賀
県
立
総
合
看
護
学
院
、

佐
賀
県
立
有
田
窯
業
大
学
校

及
び
佐
賀
県
農
業
大
学
校
の

授
業
料
用
 

第
1
0
号
 

納
入
通
知
書
兼
領
収
証
書
 
第
4
5
条
、
第
4
6
条
、
第
4
7
条
、

第
4
8
条
、
第
9
6
条
、
第
1
3
4
条
、

第
1
3
5
条
、
第
1
3
9
条
、
第
1
7
1

条
 

 ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局
対

応
 

放
置
違
反
金
用
 

個
別
シ
ス
テ
ム
用
 

個
別
シ
ス
テ
ム
手
書
用
 

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
手
書
用

就
農
支
援
資
金
貸
付
金
償
還

金
 

高
等
学
校
授
業
料
用
 

通
信
教
育
受
講
料
用
 

(
表
紙
)
佐
賀
県
立
総
合
看
護

学
院
の
授
業
料
 

佐
賀
県
立
総
合
看
護
学
院
の

授
業
料
用
 

県
営
住
宅
 

 

第
９
号
 

徴
収
金
整
理
簿
 

第
4
5
条
、
第
4
9
条
、
第
5
1
条
、

第
5
2
条
、
第
5
3
条
、
第
1
9
7
条

 佐
賀
県
立
総
合
看
護
学
院
、

佐
賀
県
立
有
田
窯
業
大
学
校

及
び
佐
賀
県
農
業
大
学
校
の

授
業
料
用
 

第
1
0
号
 

納
入
通
知
書
兼
領
収
証
書
 
第
4
5
条
、
第
4
6
条
、
第
4
7
条
、

第
4
8
条
、
第
9
6
条
、
第
1
3
4
条
、

第
1
3
5
条
、
第
1
3
9
条
、
第
1
7
1

条
 

 ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局
対

応
 

放
置
違
反
金
用
 

個
別
シ
ス
テ
ム
用
 

」
 

「
 

」
 

「
 

を に
、

2



 
 

 
個
別
シ
ス
テ
ム
手
書
用
 

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
手
書
用

就
農
支
援
資
金
貸
付
金
償
還

金
 

高
等
学
校
授
業
料
用
 

通
信
教
育
受
講
料
用
 

県
営
住
宅
 

 

第
3
8
号
 

支
出
負
担
行
為
伺
 

第
5
6
条
、
第
5
7
条
、
第
1
4
6
条
、

第
1
5
5
条
 

本
庁
用
 

か
い
用
 

 

第
3
8
号
そ
の

１
 

支
出
負
担
行
為
伺
 

第
5
6
条
、
第
5
7
条
 

 貸
付
金
関
係
個
別
シ
ス
テ
ム

手
書
（
本
庁
）
用
 

貸
付
金
関
係
個
別
シ
ス
テ
ム

手
書
（
か
い
）
用
 

第
3
8
号
そ
の

２
 

支
出
負
担
行
為
伺
（
公
金
振

替
）
 

第
5
6
条
、
第
5
7
条
、
第
8
2
号

公
金
振
替
用
 

 

第
4
3
号
 

支
出
負
担
行
為
伺
兼
支
出

命
令
書
 

第
5
6
条
、
第
6
0
条
、
第
6
1
条
、

第
9
6
条
、
第
1
9
4
条
 

本
庁
用
 

か
い
用
 

第
4
4
号
 

支
出
(
払
出
)
命
令
書
 

第
6
0
条
、
第
8
2
条
、
第
9
6
条
、

第
1
9
4
条
 

本
庁
用
 

か
い
用
 

第
4
5
号
 

支
出
負
担
行
為
伺
兼
支
出

(
払
出
)
命
令
書
(
公
金
振

替
)
 

第
6
0
条
、
第
8
2
条
、
第
9
6
条
、

第
1
3
5
条
、
第
1
9
4
条
 

本
庁
用
 

か
い
用
 

 

第
4
3
号
 

支
出
負
担
行
為
伺
兼
支
出

(
払
出
)
命
令
書
 

第
5
6
条
、
第
6
0
条
、
第
6
1
条
、

第
9
6
条
、
第
1
3
5
条
、
第
1
4
6

条
、
第
1
5
5
条
、
第
1
9
4
条
 

 総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
年
末
調

整
用
 

第
4
4
号
そ
の

１
 

支
出
(
払
出
)
命
令
書
 

第
6
0
条
、
第
9
6
条
、
第
1
4
6
条
、

第
1
5
5
条
、
第
1
9
4
条
 

 

第
4
4
号
そ
の

２
 

支
出
(
払
出
)
命
令
書
（
公
金

振
替
）
 

第
6
0
条
、
第
8
2
条
、
第
9
6
条
、

第
1
9
4
条
 

公
金
振
替
用
 

「
 

」
 

「
 

」
 

「
 

」
 

「
 

を に
、

を に
、

」
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第
4
4
号
そ
の

２
 

支
出
負
担
行
為
支
払
経
過

確
認
票
 

第
6
0
条
、
第
9
6
条
、
第
1
9
4
条

支
払
経
過
確
認
用
 

第
4
5
号
 

支
出
負
担
行
為
伺
兼
支
出

(
払
出
)
命
令
書
(
公
金
振

替
)
 

第
6
0
条
、
第
8
2
条
、
第
9
6
条
、

第
1
3
5
条
、
第
1
9
4
条
 

 証
紙
用
 

 

第
4
7
号
 

戻
出
命
令
書
 

第
6
0
条
、
第
1
9
4
条
 

本
庁
用
 

か
い
用
 

 

第
4
7
号
 

戻
出
命
令
書
 

第
6
0
条
、
第
1
9
4
条
 

 

 

第
5
1
号
 

支
出
負
担
行
為
伺
兼
支
出

命
令
内
訳
書
(
集
合
)
 

第
6
1
条
 

 

 

第
5
1
号
 

支
出
負
担
行
為
伺
兼
支
出

(
払
出
)
命
令
内
訳
書
(
集

合
)
 

第
6
1
条
 

 

 

第
5
3
号
 

支
出
負
担
行
為
伺
兼
支
出

命
令
内
訳
書
(
併
合
)
 

第
6
1
条
 

 

 

第
5
3
号
 

支
出
負
担
行
為
伺
兼
支
出

(
払
出
)
命
令
内
訳
書
(
併

合
)
 

第
6
1
条
 

 

 

第
6
9
号
 

資
金
前
渡
精
算
書
兼
精
算

命
令
書
 

第
7
6
条
 

本
庁
用
 

か
い
用
 

 

第
6
9
号
 

資
金
前
渡
精
算
書
兼
精
算

命
令
書
 

第
7
6
条
 

バ
ッ
チ
処
理
（
本
庁
）
用
 

バ
ッ
チ
処
理
（
か
い
）
用
 

 

第
7
3
号
 

支
出
負
担
行
為
兼
支
出
(
払

出
)
命
令
内
訳
書
(
公
金
振

替
)
 

第
8
2
条
 

 

」
 

「
 

」
 

「
 

」
 

「
 

」
 

「
 

「
 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 

「
 

「
 

「
 

」
 

「
 

を に
、

を に
、

を に
、

を に
、

を 
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第
7
3
号
 

支
出
負
担
行
為
伺
兼
支
出

(
払
出
)
命
令
内
訳
書
(
公
金

振
替
)
 

第
8
2
条
 

元
集
合
 

先
集
合
 

 

第
8
1
号
 

支
出
更
正
命
令
書
 

第
9
6
条
、
第
1
9
4
条
 

本
庁
用
 

か
い
用
 

第
8
2
号
 

収
入
更
正
命
令
書
 

第
9
6
条
、
第
1
9
4
条
 

本
庁
用
 

か
い
用
 

 

第
8
1
号
 

支
出
更
正
命
令
書
 

第
9
6
条
、
第
1
9
4
条
 

 

第
8
2
号
 

収
入
更
正
命
令
書
 

第
9
6
条
、
第
1
9
4
条
 

 

 

第
1
0
5
号
の
２
 
支
出
負
担
行
為
通
知
書
 

第
1
4
5
条
 

本
庁
用
 

か
い
用
 

 

第
1
0
5
号
の
２
 
支
出
負
担
行
為
通
知
書
 

第
1
4
5
条
 

バ
ッ
チ
処
理
（
本
庁
）
用
 

バ
ッ
チ
処
理
（
か
い
）
用
 

 

改
め
る
。 

 

様
式
第
三
号
そ
の
一
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
 

「
 

」
 

」
 

」
 

「
 

「
 

」
 

」
 

「
 

に
、

を に
、

を に 

5



様式第３号その１（一般調定用、払込調定用） 

 

6



様式第３号その２（公金振替調定バッチ処理（本庁）用） 

 

7



様式第３号その２（公金振替調定バッチ処理（かい）用） 

 

8



様式第４号 

 

9



様式第５号 

 

10



様式第５号（バッチ処理用） 

 

11



 
様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

様
式
第
６
号
 
削
除
 

 

様
式
第
七
号
そ
の
一
か
ら
様
式
第
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

12



様式第７号その１ 

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年度

款 項 目

節 細節 細々節

事項 細事項

説明

〒

代 表 者

摘　　　要

会　計

返

納

科

目

備　　　考

返　　　納　　　額

区　　分 番　　号

支　　出　　済　　額

返

納

義

務

者

住　　所

氏　　名

繰越区分

処理区分

返納期限

年　度

支出負担行為番号

正　　当　　支　　払　　額

精 　算 　・ 　返 　納 　命 　令 　書

所　　　　　属 執　行　所　属 返納命令番号

返納命令日返納処理区分

 

13



様式第７号その２ 

 

14



様式第７号その３ 

 

15



様式第７号その３（証紙用） 

 

16



様式第８号 

 

17



様式第９号 

18



様式第９号 

（佐賀県立総合看護学院、佐賀県立有田窯業大学校及び佐賀県農業大学校の授業料用） 

徴 収 金 整 理 簿 

     年度第  学年  組  担任者  納入金額（授業料毎月  円） 

番 号 氏 名 
四

月 

五

月 

六

月 

七

月 

八

月 

九

月 

十

月 

十
一
月 

十
二
月 

一

月 
二

月 

三

月 

備考

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

  

58                      

59                      

60                      

調 定

人 員 
                     

未納人員

当 月 計 
                     

 注 内容は、調定の都度記入する。ただし、備考欄には、年度中途において納付義務が

発生し、又は消滅した場合及び調定減額、過誤納付戻出、不納欠損等があった場合は、

その旨記入すること。  

19



 
様
式
第
十
号
（(

表
紙)

佐
賀
県
立
総
合
看
護
学
院
の
授
業
料
）
及
び
様
式
第
十
号
（
佐
賀

県
立
総
合
看
護
学
院
の
授
業
料
用
）
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

20



様式第 13 号 

注　処理状況欄には、出納閉鎖後の処理の状況を記入すること。

目 事項 細事項項 細節節　　　　　　　　 　　　　　　　氏　　名 収納日

返納命令

番号

 年  　月  　日   頁

返　納　科　目
処理状況

款会計 繰越

　　　年度
作成日

返　納　金　整　理　簿

所属 年度

細々節納入済額(円) 納入期限 執行所属

　返　納　義　務　者 　　　　　住　　所 納入通知額(円) 返納通知日 領収日 支出負担行為番号

 

21



 
様
式
第
三
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

22



様式第 34 号 

 

23



 
様
式
第
三
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

24



様式第 38 号その１ 

 

25



様式第 38 号その１（貸付金関係個別システム手書（本庁）用） 

 

26



様式第 38 号その１（貸付金関係個別システム手書（かい）用） 

第 号

決裁 審査 浄書 校合 施行

文書分類 保存期間 処理期限 完結

支出区分

収支等命令者 副 所 長 係

年　　月　　日

債権者番号

支払計画

（備考）

代

表

者

摘　　要

本経費の

財源内訳

住

　

所

契約区分

本人支給額

債

権

者

氏

　

名

変更後支出負担行為額変更前支出負担行為額

所 得 税 額

郵便番号

細節 細々節

事項 細事項

説明

支出負担行為額 予 算 残 額

会　計

支

出

科

目

款 項 目

節

繰越区分

変更区分 変更回数

年　度 年度

支出負担行為番号

支　 出 　負 　担 　行 　為 　伺

所　　　　属 執　行　所　属

処理区分

課　長 係　長 決裁区分

支出負担行為登録日

委任出納員

協議

委任出納員

年　　月　　日

年　　月　　日年　　月　　日

年　　月　　日

 

27



 
様
式
第
三
十
八
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

28



様式第 38 号その２（公金振替用） 

 

29



 
様
式
第
四
十
一
号
か
ら
様
式
第
四
十
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

30



様式第 41 号 

 

31



様式第 42 号 

 

32



様式第 43 号 

 

33



様式第 43 号（総務事務システム年末調整用） 

 

34



様式第 44 号その１ 

 

35



様式第 44 号その２（公金振替用） 

 

36



様式第 44 号の２（支払経過確認用） 

 

37



様式第 45 号 

 

38



様式第 45 号（証紙用） 

 

39



 
様
式
第
四
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

40



様式第 47 号 

 

41



 
様
式
第
五
十
号
か
ら
様
式
第
五
十
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

42



様式第 50 号 

 

43



様式第 51 号 

 

44



様式第 52 号 

 

45



様式第 53 号 

 

46



 
様
式
第
六
十
九
号
及
び
様
式
第
七
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

47



様式第 69 号（バッチ処理（本庁）用） 

 

48



様式第 69 号（バッチ処理（かい）用） 

 

49



様式第 70 号 

 

50



 
様
式
第
七
十
三
号
及
び
様
式
第
七
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

51



様式第 73 号（元集合） 

 

52



様式第 73 号（先集合） 

 

53



様式第 74 号 

 

54



 
様
式
第
七
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

55



様式第 76 号 

 

56



 
様
式
第
八
十
一
号
か
ら
様
式
第
八
十
三
号
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

57



様式第 81 号 

 

58



様式第 82 号 

 

59



様式第 83 号 

 

60



様式第 83 号の２ 

 

61



 
様
式
第
八
十
五
号
及
び
様
式
第
八
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

62



様式第 85 号 

 

63



様式第 86 号 

 

64



 
様
式
第
百
五
号
か
ら
様
式
第
百
五
号
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

65



様式第 105 号 

 

66



様式第 105 号の２（バッチ処理（本庁）用） 

 

67



様式第 105 号の２（バッチ処理（かい）用） 

 

68



様式第 105 号の３ 

 

69



 
様
式
第
百
二
十
八
号
か
ら
様
式
第
百
三
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

70



様式第 128 号 

 

71



様式第 129 号 

 

72



様式第 130 号 

 

73



 
様
式
第
百
五
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

74



様式第 154 号 

 

75




